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配偶者暴力相談支援センターでは、以下の業務を行っている。

① 相談又は相談機関の紹介

② カウンセリング

③ 被害者及び同伴者の緊急時における安全の確保及び一時保護

④ 被害者の自立生活促進のための情報提供その他の援助

⑤ 保護命令制度の利用についての情報提供その他の援助

⑥ 被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供その他

の援助

（ ※ 実際に行っている業務はセンターにより異なります。）

○都道府県： 女性相談支援センターその他の適切な施設においてセンターの機能を
果たすようにする。

市町村 ： 適切な施設においてセンターの機能を果たすようにするよう努める。
（福祉事務所、男女共同参画センター等）

○全国では、３１７か所（令和６年１２月現在）
うち、都道府県 １７１か所

市町村 １４６か所

配偶者暴力相談支援センターについて

配偶者暴力相談
支援センター
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保護命令の
申立て

医師等は、
配偶者暴力相談支
援センター等の利用の
情報提供の努力義務

相 談
援 助
保 護

＜身体に対する暴力＞
①発見者は通報努力義務
②医師等は通報可能
(被害者の意思を尊重
する努力義務）

厚生労働大臣が定める基準を満たす者
（ 民間シェルター等）※守秘義務

発
令

警察
○ 被害発生防止のために
必要な措置・援助

福祉事務所

民間団体

連携

連携

書面提出等

保護命令
発令
の通知

保護命令違反に対する罰則
２年以下の懲役 又は ２００万円以下の罰金

配
偶
者
暴
力
を
行
っ
た
配
偶
者配偶者暴力相談支援センター・警

察への相談等がない場合、
公証人面前宣誓供述書を添付

センターに
相談等が
あった場合

配偶者暴力防止法（DV防止法）の概要 【フローチャート】

児童相談所

配偶者暴力相談支援センター
○ 相談支援又は相談機関の紹介
○ カウンセリング
○ 緊急時における安全の確保
○ 一時保護（女性相談支援センター）
○ 自立支援、保護命令制度・シェルターの
利用についての情報提供・助言・関係機関
との連絡調整・その他の援助

委
託

保護命令
○ 被害者への接近禁止命令
○ 被害者への電話等禁止命令
○ 子への接近禁止命令
○ 子への電話等禁止命令
○ 親族等への接近禁止命令
● 退去等命令
期間：○１年間、●原則：２か月間

特例：６か月間

地方裁判所

国民、
医師等

被

害

者

原則：口頭弁論又は審尋の期日
身体に対する暴力又は
脅迫を受けた者

女性相談支援員・
女性自立支援施設

《法定協議会》※守秘義務
・都道府県：努力義務
・市町村：できる規定

連携体制

（R6.4.1施行時点）


